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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年２月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２５年１月２３日 ０３時１５分ごろ～０７時５８分ごろ

の間） 

発生場所 不明（兵庫県洲本市宮崎鼻北東方沖の漁場～洲本市所在の淡路由良港

成山防波堤灯台から真方位３２３°４,３００ｍ付近の間） 

事故調査の経過  平成２５年１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 住
すみ

吉
よし

丸、４.９トン 

 ＨＧ３－３５７４１（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９０ｍ（Lr）×３.０８ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６０年７

月６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録日 昭和５１年７月１日 

  免許証交付日 平成２３年３月１６日 

          （平成２９年２月８日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２５年１月２３日０３時００

分ごろ洲本市由良漁港を出港し、０３時１５分ごろ同漁港の北北西方

３海里付近の同市宮崎鼻北東方の漁場に到着して僚船約４～５隻と共

に底びき網漁業の操業を始めた。 

 本船は、０７時５８分ごろ淡路由良港成山防波堤灯台から真方位３

２３°４,３００ｍ付近の護岸の消波ブロックにおいて、船首を北に

向けて左舷側を接舷した状態で漂着しているところを発見され、船内

に船長がいないことが確認された。 

 本船の発見者は、本船が所属する漁業協同組合に連絡し、同組合で

は、操業中の漁船に対して船長の捜索を要請するとともに、海上保安

庁に通報した。 
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本船は、僚船によりえい
．．

航されて由良漁港に帰港した。 

船長は、０９時３０分ごろ、本船の漂着場所の南南東方６００ｍ付

近の護岸から約５０ｍ沖において、捜索中の僚船によりうつ伏せ状態

で浮いているところを発見され、揚収された。 

船長は、由良漁港に搬送されたが、死亡が確認され、死因は、海水

の吸引による窒息と検案された。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約５～６m/s、視界 良好    

   気象警報及び注意報 なし 

海象：波高 約０.５～１ｍ、うねり なし、潮汐 高潮時 

日出時刻：０７時０１分 

 その他の事項 船長は、長年漁業に従事し、本船には、昭和６０年の建造時から乗

船して底びき網漁業などを営んでおり、ふだんは０３時００分ごろ由

良漁港を出港して宮崎ノ鼻北東方の漁場で操業を行い、１回の操業に

約１時間を要し、６回操業して０９時００分ごろ帰港していた。 

本船は、いつも宮崎ノ鼻北東方の水深が約３０～４０ｍの漁場で操

業しており、本事故当日、同漁場では、約４～５隻の底びき網漁船が

操業していた。 

本船の所属漁業協同組合では、由良漁港の各船だまりに黄色の回転

灯を設置し、毎日０３時００分に点灯するようにタイマーをセットし

ており、各底びき網漁船が同回転灯の点灯後に出港するようにしてい

た。 

本船が漂着した場所の南南東方１,３００ｍ付近にある工場の従業

員は、０７時５０分ごろ本船が消波ブロックの沖５０ｍ付近で漂流し

ていることを不審に思い、同工場の従業員が、確認に向かい、漂着し

た本船の船内に船長が見当たらないことを確認した。 

本船の漂着時の状況は、次のとおりであった。 

・船首を北に向けて左舷側が消波ブロックに接舷していた。 

・機関が運転中であったが、船尾甲板のウインチの右舷側にある機

関の操縦ハンドルが中立の位置にあった。 

・底びき網漁具の開口板及び引き索は、収納されていたが、イカや

魚が入った袋網の網尻部分が船尾の開口部から出て海面に着いて

いた。 

・船尾甲板に設置されたウインチの右舷側にあるサイドローラーが

回転していた。 

・船尾甲板に上がっていた袋網の網口付近がロープで絞られ、同ロ

ープが船尾甲板上にあるデリックに吊り下げられていた。 

・デリックを引き揚げる身綱（支持索）は、ウインチの右舷側にあ

る支柱のクリートに係止された状態であり、サイドローラーに巻

かれてはいなかった。 

本船の船体には、衝突等による損傷はなかった。 
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船長は、防寒衣の下に救命胴衣を着用しており、ゴム長靴を履いて

いた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

船長の死因は、海水の吸引による窒息であった。 

本船は、０３時１５分ごろから宮崎鼻北東方の漁場で底びき網漁の

操業を開始したのち、０７時５８分ごろ淡路由良港成山防波堤灯台か

ら真方位３２３°４,３００ｍ付近の護岸の消波ブロックに無人で漂

着しているところを発見されたことから、この間において、船長が落

水して海水の吸引により窒息した可能性があると考えられるが、窒息

するに至った状況を明らかにすることはできなかった。 

本船は、発見されたとき、機関が運転状態で操縦ハンドルが中立の

位置にあり、底びき網の網尻部分が船尾の開口部から出て海面に着い

た状態となっており、袋網の網口に掛けたロープがデリックに吊り下

げられ、サイドローラーが回っていたものの、デリックの支持索が係

止された状態となっていたことから、船長が、船尾の開口部から袋網

を引き揚げる作業中に落水した可能性があると考えられるが、落水し

た状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、宮崎鼻北東方の漁場において揚網作業中、船長

が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考  本船の所属漁業協同組合では、次の再発防止策を講じることとし

た。 

底びき網漁船の乗組員に対し、救命胴衣の着用を周知徹底させると

ともに、操業中に救命胴衣を着用しない漁船に対しては、操業の自粛

を要請するなどの厳しい措置を採ることを申し合わせた。 

 




